
中央図書館の開館時間の変更について 
 

緊急事態宣言を踏まえ、中央図書館の開館時間を以下の通りとする。 

 

１．中央図書館の開館時間（点字図書館を除く） 

 現行 
令和３年４月３０日（金）から 

緊急事態宣言解除まで 

平日 午前１０時から午後９時 平日 午前１０時から午後８時 

  

 

２．その他 

 ・閲覧席の利用時間を現行の２時間以内から 1時間以内に変更する。 

 ・利用者に対し、「できるだけ少ない人数」、「短時間の利用」を依頼する。 

  

【参考】通常時の区立図書館の開館時間    ※令和３年１月１日現在（時間短縮前） 

 平日 土日休日 

中央図書館（窓口委託） １０～２２時 

１０～１８時 

点字図書館（直営） １０～１８時 

巣鴨・千早図書館（直営） ９～１９時 

９～１８時 上池袋・目白図書館（指定管理） ９～２０時 

駒込図書館（指定管理） 
９～２０時 

（予約図書の受取りは８時～） 

池袋図書館（指定管理） 
３月末まで休館 

（開館時は上池袋・目白と同じ） 

雑司が谷図書貸出コーナー 

（としま未来文化財団委託） 
１０～１９時 １０～１７時 
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